
 
 

 

  こども誰でも通園制度プラス（緊急保育の場合） 

① 空き状況の
確認 

 
施設へ電話（開園時間内） 

   

② 枠確保 

 電話で枠確保、面接予約 

「豊田市こども誰でも通園制度プラス利用申込書兼決定通知書」を 
市ホームページからダウンロードするか、施設で受け取る 

   

③ 面接 
 児童と一緒に実施施設で面接を受ける（同じ施設での面接は原則年度内に１回） 

面接時には、現住所が確認できる身分証を持参(運転免許証、個人番号カードなど) 

   

④ 利用申込み  施設での面接をもとに利用を決定、利用申込書を施設に提出 

   

⑤ キャンセル 
 前日の午後５時までに施設へ電話 

当日キャンセルは電話のみ（当日キャンセルは利用料の支払いが必要になる場合があります） 

   

⑥ 利用料支払い 原則、利用終了時に利用料支払い 


